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1. はじめに 

  令和元年（2020年）12月に中国で原因不明の肺炎が報告されて以降、新型コロナウイルス

による感染症は世界中に広がり、全世界規模での大流行（パンデミック）状態となった。 

 新型コロナウイルス感染症は、感染しても症状が出にくく、多くの人が軽症あるいは無症状で軽

快する一方で、一部は重症化し、生命の危険にも晒されるという特徴があり、変異を繰り返すウイ

ルスに対し、市民の命と安全な暮らしを守るため、藤井寺市は各種団体と連携しながら状況に応

じた対策を講じてきた。しかしながら、今回の感染症に対する事前準備は十分とは言えず、状況が

刻々と変化する中で、決定・実行してきた対策に対し、評価と課題の抽出が必要である。 

今回の検証にあたっては、それぞれの流行期間においての、保健・医療分野においての課題や

問題点等を振り返るとともに、各関係機関にも意見を聴取した。 

今後も日々変化する状況を見極めながら、どのような状況でも市民の生命と安全を守るための

施策を実施し、検証報告での教訓を踏まえ、今後の新興感染症への備えを進めていくものである。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創

生を図るため藤井寺市が取り組んだ 「新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金活用事

業」についての検証は実施済であるため、市ホームページを参照されたい。報告書の巻末に参考

資料として概要を掲載する。 

 最後に、新型コロナのへの対応に多大なるご協力を頂いた関係団体の皆様、医療機関、医療従

事者の皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げる。 

 

  

2. 新型コロナウイルス感染状況の推移 

 令和 2年（2020 年）1月、国内で初めて感染者が確認されて以降、数度にわたる感染拡大の

波が見られた。本市も例外ではなく、国内と大阪府内、藤井寺市の感染状況は連動するように感

染拡大がみられた。（表 1参照） 

 新型コロナウイルスは感染力が強い事や、頻繁にウイルスが変異する事、季節に関係なく感染

拡大が起こることから、一度感染拡大が起きると容易に全国にまで拡大してしまうという特徴があ

る。 

  藤井寺市では令和2年3月に初めて感染者が確認された。以降徐々に増加しながら、第6波

の令和 4 年 2 月には 2,089 人が感染、第 7 波の令和 4 年 8 月には 3,404 人（最大）の感

染が確認された。（令和 4年 9月 26日で患者発生の全数届出は終了） 
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藤井寺市

  表 1.全国・大阪府・藤井寺市における月ごとの新規陽性者数の推移（R2.2～R4.9） 
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3. 大阪府・藤井寺市の保健・医療分野の主な対策 
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4. 各波における国・府の動向及び藤井寺市の主な取組 

（1） 第 1波（令和 2.1.29～令和 2.6.13） 

 

■国・府 

・新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」に指定 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象疾患に位置づけ 

・新型コロナウイルス感染症対策本部設立（国） 

・緊急事態宣言（1） 

・幼小中学校が一斉休校 

 

■市の体制 

・対策本部設置 

・対策本部会議開催数 16回 

・各課でシフト勤務を実施（～令和 2年 5月 31日） 

 

■市の主な取組 

【感染症拡大対策】 

・HPや各種SNSで情報発信【危機管理室】 

・防災行政無線での情報発信【危機管理室】 

・大阪府における感染拡大のステージ応じて本庁舎ライトアップ【危機管理室】 

・高齢者インフルエンザワクチン接種費用の無償化【健康課】 

・妊婦への布製及び不織布マスクの配付【健康課】 

・布製マスクの配付【学校教育課】 

・幼稚園休園中のこどもの居場所確保（預かり保育の実施）【保育幼稚園課】 

・保育所・こども園への消毒液等の感染対策消耗品の配布【こども施設課】 

・公共施設循環バス車内における、毎日の車内消毒及び一席空けることによるソー

シャルディスタンスの確保【総務課】 

 

【事業者支援】 

・民間保育施設へ感染症対策にかかる経費を補助【保育幼稚園課】 

・産後ケア事業者へ感染症対策のための消毒用アルコール配布 

 

【生活者支援】 

・幼小中臨時休業期間中における放課後児童会の開設【生涯学習課】 

・臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額助成事業【福祉総務課】 
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・新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険料の減免【保険年金課】 

・新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金【保険年金

課】 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例

【保険年金課】 

・図書カード配付【学校教育課】 

・子育て世帯への臨時特別給付金支給事業【子育て支援課】 

・地域子育て支援拠点における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付

【子育て支援課】 
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（2） 第 2波（令和 2.6.14～令和 2.10.9） 

 

■国・府 

・文部科学省が新型コロナウイルス感染患者への差別や中傷をなくす取組を実施 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOＡ）運用開始 

・ＧｏＴｏトラベルキャンペーン開始 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数3回 

 

■市の新たな取組 

【感染症拡大対策】 

・新型コロナウイルスに対応した避難所レイアウトの展示・啓発【危機管理室】 

・保育所・こども園・幼稚園への消毒液等の感染対策消耗品の配布【こども施設

課】 

・庁内ＬＡＮ拡充工事【情報政策課】 

・Ｗｅｂ会議用端末調達事業【情報政策課】 

 

【事業者支援】 

・所管課を通じて高齢者・障害者施設、商工会、市内商工事業者、自治会、医師会

へマスクの配付【危機管理室】 

 

【生活者支援】 

・放課後児童会保護者負担金、減免世帯外の負担額調整（減免及び半額）【生涯

学習課】 

・特別障害者手当等受給者への応援給付金支給事業【福祉総務課】 

・健康課を通じて妊産婦用にマスクの配付【危機管理室】 

・保育園や小中学校を通じて児童・園児へのマスクの配付【危機管理室】 
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（3） 第 3波（令和 2.10.10～令和 3.2.28） 

 

■国・府 

・医療非常事態宣言 

・緊急事態宣言（2） 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数10回 

 

■市の新たな取組 

【感染症拡大対策】 

・市内公共施設にサーモモニターを設置【危機管理室】 

・執務室及び公共施設への空気清浄機の設置【危機管理室】 

・啓発用マグネットステッカーを広報 1月号で配付【危機管理室】 

・リモート環境拡張（無線環境構築）【情報政策課】 

・リモート環境拡張（仮想基盤構築）【情報政策課】 

 

【生活者支援】 

・ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業〈低所得世帯〉【子育て支援課】 
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（4） 第 4波（令和 3.3.1～令和 3.6.20） 

 

■国・府 

・アルファ株の感染拡大 

・医療非常事態宣言 

・緊急事態宣言（2）（3） 

・まん延防止等重点措置 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数 8回 

 

■市の新たな取組 

【感染症拡大対策】 

・新型コロナウイルス感染症関連情報コーナーを設置【危機管理室】 

 

【事業者支援】 

・令和２年度土師ノ里駅前駐輪場利益還元金の納付免除【まちとみどり保全課】 

 

【生活者支援】 

・子育て世帯生活支援特別給付金支給事業【子育て支援課】 

・郵送貸出実施（利用者が費用負担）【図書館】 
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（5） 第 5波（令和 3.6.21～令和 3.12.16） 

 

■国・府 

・デルタ株の感染拡大 

・緊急事態宣言（4） 

・濃厚接触者の待機期間短縮（14日→10日） 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数 7回 

 

■市の新たな取組 

【感染症拡大対策】 

・各投票所、期日前投票所に感染対策物品を設置【選挙管理委員会事務局】 

・子育て世帯等臨時特別支援給付金（先行給付金）支給事業【子育て支援課】 

 

【生活者支援】 

・PCR検査センター開設【危機管理室】 

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業【生活支援課】 

・障害等の理由によりマスクをつけられない方への理解促進（HP 掲載・カード配

布）【福祉総務課】 

 

【その他】 

・医療従事者への感謝の気持ちを表すため、市立生涯学習センター（アイセルシュラ

ホール）をブルーにライトアップ【協働人権課】 

・「シトラスリボンプロジェクト」の啓発、市立生涯学習センター（アイセルシュラホー

ル）をグリーンにライトアップ【協働人権課】 
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（6） 第 6波（令和 3.12.17～令和 4.6.24） 

 

■国・府 

・オミクロン株（ＢＡ１・ＢＡ2）の感染拡大 

・医療非常事態宣言 

・まん延防止等重点措置 

・濃厚接触者の待機期間短縮（10日→7日） 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数 10回 

 

■市の新たな取組 

【事業者支援】 

・令和３年度土師ノ里駅前駐輪場利益還元金の納付免除【まちとみどり保全課】 

【生活者支援】 

・自宅療養者食品宅配サービス実施(令和 3年度まで)【福祉総務課】 

・子育て世帯等臨時特別支援給付金（住民税非課税世帯等）支給事業【生活支援

課】 

・子育て世帯等臨時特別支援給付金支給事業〈追加給付分・支援給付分〉【子育て

支援課】 

・妊婦への衛生品等購入のためのご当地WAONカード（1万円分）配布 

・サテライトオフィス備品購入【情報政策課】 

 

【その他】 

・「コロナ差別をなくそう！」と題し、市広報紙に記事を掲載【協働人権課】 
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（7） 第 7波（令和 4.6.25～令和 4.9.26） 

 

■国・府 

・オミクロン株（ＢＡ4・ＢＡ5）の感染拡大 

・濃厚接触者の待機期間短縮（7日→5日） 

・有症状者の療養期間短縮（10日→7日） 

・感染者数が全数把握から定点把握に見直し（R4.9.26～） 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数 4回 
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（8） 第 8波（令和 4.9.27～令和 5.5.8） 

 

■国・府 

・感染症法上の位置づけが2類から 5類へ変更（R5.5.8～） 

 

■市の体制 

・対策本部会議開催数7回 

・対策本部会議の廃止 

 

■市の新たな取組 

【感染症拡大対策】 

・高齢者インフルエンザワクチン接種費用の無償化【健康課】 

・中学 3 年生・高校 3 年生相当インフルエンザワクチン接種費用の無償化【健康

課】 
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5. 藤井寺市新型コロナウイルス対策本部会議について 

 

新型コロナウイルスの発生や二次感染を予防し、庁内関係機関が相互に連携を図り、総合的な

対策を推進するために、令和2年2月3日に藤井寺市新型コロナウイルス対策本部を設置した。 

 

【対策本部会議開催一覧】 

回数 日程 主な内容 

第1回 R2.2.18 ・藤井寺保健所からの説明について 

第 2回 

 

R2.2.19 ・大阪府の「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応

について」の対応策として、本市の方針を決定 

・当面、1か月間（3月 20日まで）は以下のとおりとする。 

 1．市主催の集会、イベント等について、原則、開催中止又は延期 

団体等主催のイベント等については、開催中止又は延期のお願い 

2．業務に支障のない範囲での職員の時差出勤 

第 3回 

 

R2.2.28 ・学校園等の休業などの休業について 

国の方針に基づき春休み（3/24）までの休業及び市内公共施設

の臨時休館老人福祉センター（松水苑）（2/29～） 

第 4回 

 

R2.3.2 ・市内公共施設の臨時休館 

史跡城山古墳ガイダンス棟「まほらしろやま」（3/4～） 

市立生涯学習センター（アイセルシュラホール）（3/5～） 

市民総合体育館（トレーニングルーム・卓球場含む）・心技館

（3/5～） 

市立図書館（3/5～） 

第 5回 

 

R2.3.4 ・新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安につい

て、電話相談からのフローについて、本部員の方々への説明、確

認 

第 6回 

 

R2.3.6 ・新型コロナウイルス感染症に関する保健所の対応について 

・市民及び職員に陽性の判定及び濃厚接触者の認定あった場合

のフローについて、本部員への説明、確認（連絡事項を含む） 

第 7回 R2.3.16 ・市内公共施設の臨時休館延長「3/20」⇒「3/31」までに延長 

第 8回 R2.3.25 ・市内公共施設の臨時休館延長「3/31」⇒「4/7」までに延長 

（イベント、集会等の開催、中止または延期のお願いを含む） 

・各種公共料金の支払猶予、減免等について庁内で集約し、HP 等

へ掲載 
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第9回 R2.3.30 ・前日の市内居住者の感染発生についての情報共有 

第 10回 R2.4.3 ・窓口対応においいての消毒の徹底（１時間に１回以上 対応のた

び） 

・コロナの影響による事業中止等による影響調査の実施（財政面） 

第 11回 R2.4.8 ・緊急事態宣言を受け発熱時の出勤停止や３密の防止など（通

知） 

・イベント開催の自粛を要請 

・4/8～5/6 まで市内小中学校、市立幼稚園を臨時休校 

・防災無線を利用して市民への注意喚起 

第 12回 R2.4.10 ・職員の交代制勤務(4/13～5/6) （２班に分ける運用）、在宅勤

務の実施 

・新型コロナ禍での業務継続計画の策定 

・緊急事態宣言のチラシ作成 

・建築確認申請の郵送による申請開始（緊急事態宣言中） 

・市内 2例目の罹患者確認 

・国からの生活支援給付金事業の実施予定の情報入手 

第 13回 R2.4.30 ・放課後児童会5/10 まで休業延長（周知済み） 

第 14回 R2.5.6 ・小中学校、幼稚園については 5/31 臨時休校を延長するが

5/11移行段階的に登校日を設定する 

・公共施設の臨時休館 イベントの中止は当面の間継続 

・シフト制勤務の実施（5/7～5/31） 

・市民、事業者に対し市長メッセージ発出 

第 15回 R2.5.15 ・「公共施設の臨時休館」について、一部の施設については準備が

整い次第、部分的に再開の予定。（詳細は市ＨＰに随時掲載予） 

・保育所については、５月３１日まで保育の提供の縮小を延長する。 

・小・中学校の夏季休業期間については、８月１日から８月１６日ま

でとする。 

・幼稚園の夏季休業期間は通常どおりとし、不足している出席数に

ついては２学期で土曜登園で対応する。 

・「市主催の集会・イベントの中止・延長」について、引き続き、当面

の間継続する。 

第 16回 R2.5.22 ・「公共施設の再開」について、原則準備が整い次第、再開する。

（詳細は市ＨＰに随時掲載予定） 

・保育所については、６月１日より原則通常運営を再開する。 

・幼稚園、小中学校については、６月１日より段階的に再開する。 
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第17回 R2.7.21 ・コロナ対応の避難所開設訓練について 

・大量寄付マスクの配布の応援について 

第 18回 R2.9.1 ・イベント等についての中止情報について 

第 19回 R2.9.18 ・大阪府の資料共有 

第 20回 R2.10.21 ・松水苑のクラブ等活動再開 

第 21回 R2.11.12 ・イエローステージ（警戒）の対応方針に基づく要請等 

・老人福祉センター（松水苑）の現状について 

第 22回 R2.11.20 ・市長よりクリスマス、年末年始にむけて感染防止のメッセージ発

出 

・イエローステージ（警戒）1⇒２へ移行 

第 23回 R2.12.4 ・イエローステージ（警戒）２⇒レッドステージ（非常事態）1 へ移

行 

・教育活動等について 

第 24回 R2.12.15 ・レッドステージ（非常事態）1の継続について、決定される 

第 25回 R2.12.25 ・レッドステージ（非常事態）1の継続について、決定される 

・年末年始は「ステイホーム」に努めること 

第 26回 R3.1.8 ・政府による「緊急事態宣言」の発出により、本日、本会議より特措

法に基づく対策本部会議に移行 

第 27回 R3.1.13 ・レッドステージ（非常事態）２へ移行 

・市内各施設の開館時間短縮 

第 28回 R3.2.4 ・開館時間の短縮についても大阪府の対応方針に基づき継続 

第 29回 R3.3.1 ・レッドステージ２からイエローステージ２に移行 

・府民への要請の内容を変更 

・3/2 より市施設の時短営業 解除 

第 30回 R3.3.29 ・営業時間短縮の要請を 4月２１日まで延長した上で、４月 1日よ

り対象区域を大阪府全域に拡大 

第 31回 R3.4.2 ・大阪市外の飲食店等の営業時間は、午後９時までに短縮すること

を要請 （但し、酒類の提供は20時 30分まで） 

第 32回 R3.4.7 ・夜の会食の自粛 不要不急の外出。移動の自粛について職員へ

要請 

・大阪府におけるレッドステージへの移行が決定したため、ライトア

ップの実施協力依頼 

第 33回 R3.4.15 ・レッドステージ（非常事態）1⇒レッドステージ（非常事態）２へ移

行 

第 34回 R3.4.23 ・市民総合会館、スポーツ施設、市立生涯学習センター（アイセル

シュラホール）、市立図書館について休館 
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第35回 R3.5.10 ・緊急事態宣言を実施すべき期間が5/31 まで延長 

第 36回 R3.5.31 ・緊急事態宣言の延長に伴い、要請期間を６/20 まで延長 

・公共施設についての休館（～6/20） 

第 37回 R3.6.18 ・「まん延防止等重点措置」区域における要請内容について、要請

期間は6/21から 7/11 

・公共施設についての休館（～7/11） 

第 38回 R3.7.9 ・「まん延防止等重点措置」区域における要請内容について、要請

期間は7/12から 8/22 

・公共施設についての休館（～8/22） 

第 39回 R3.7.30 ・緊急事態宣言(8/2～8/31)の発出に伴う大阪府新型コロナウ

イルス対策本部会議において、府民等への要請について決定 要

請期間は８月２日から８月31日まで 

・公共施設についての休館（～8/31） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 改定 

第 40回 R3.8.18 ・緊急事態宣言(８/２～８/31)の期間中であるが、大阪府新型コ

ロナウイルス対策本部会議が開催され、府民等への要請について

決定 要請期間は8/20から 9/12 まで延長 

・公共施設についての休館（～9/12） 

第 41回 R3.9.10 ・緊急事態宣言(8/2～9/12)の期間中であるが、大阪府新型コ

ロナウイルス対策本部会議が開催され、府民等への要請について

決定 要請期間は9/12から 9/30 まで延長 

・公共施設についての休館（～9/30） 

第 42回 R3.9.29 ・大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、「緊急事態宣

言」解除後における要請内容について 要請期間は10月1日か

ら 10月 31日まで 

・公共施設についての休館（～10/31） 

第 43回 R3.10.21 ・要請期間延長  要請期間は 10月 25日から 11月 30日まで 

・公共施設の営業時間短縮の解除について 10月 25日から福祉

会館、市立生涯学習センター（アイセルシュラホール） 

第 44回 R3.11.26 ・要請期間延長  要請期間は 12月 1日から 12月 31日まで 

第 45回 R3.12.23 ・要請期間延長  要請期間は 1月 1日から1月 31日まで 

第 46回 R3.12.24 ・要請期間延長  要請期間は 12月 24日から1月 31日まで 

・「藤井寺市 PCR 検査センター」での無料検査の実施について

（市独自事業） 

（実施期間 12/25から無料検査所登録までの間） 
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第47回 R4.1.7 ・大阪モデル「警戒」への移行（黄色信号点灯）について１月８日

（土）より「警戒」に移行 

第 48回 R4.1.24 ・大阪モデル「非常事態」への移行（赤色信号点灯）について 1 月

24日（月）より「非常事態」に移行 

・大阪モデル「非常事態」移行に伴い、高齢者施設（松水苑・生涯

学習センターの一部・福祉会館）の休館 

第 49回 R4.1.25 ・要請期間延長  要請期間は 1月 27日から2月 20日まで 

・大阪市外の飲食店等の営業時間は、午後９時までに短縮すること

を要請 （但し、酒類の提供は20時 30分まで） 

・公共施設についての営業時間短縮（1/27～2/20） 

第 50回 R4.2.18 ・要請期間延長  要請期間は 2月 21日から3月 6日まで 

第 51回 R4.3.4 ・要請期間延長  要請期間は 3月 7日から3月 21日まで 

第 52回 R4.3.18 ・令和４年３月 21 日をもってまん延防止等重点措置を終了する

公示 

・要請期間延長  要請期間は 3月 22日から4月 24日まで 

第 53回 R4.4.21 ・要請期間延長  要請期間は 4月 25日から5月 22日まで 

・3/29 に「非常事態（赤信号）」解除の目安に到達。ただし、「年

度替わりの集中警戒期間」（3/22～4/24）であることから、「非

常事態（赤信号）」を継続 

・松水苑、シュラホールの一部、福祉会館について感染対策したう

えで再開 

第 54回 R4.5.18 ・大阪モデル「警戒解除」への移行（緑色信号点灯）について 

5/23 より「警戒解除」に移行（大阪モデル修正後） 

・要請期間は5月 23日から当面の間 

第 55回 R4.7.11 ・大阪モデル「警戒」への移行（黄色信号点灯）について 7/11 よ

り「警戒」に移行 

・要請期間は7月 12日から当面の間 

第 56回 R4.7.27 ・大阪モデル「非常事態」への移行（赤信号点灯）について 7/27

より「非常事態」に移行 

・要請期間は7/28 ら 8/27 

・核施設での運用制限（福祉会館（条件付き利用可能）、松水苑

（休館）、シュラホールの一部（利用停止）） 

第 57回 R4.8.25 ・要請期間延長  要請期間は 8月 28日から9月 27日まで 

第 58回 R4.9.14 ・大阪モデル「警戒」へ移行（黄信号点灯）について9/14より「非

常事態」から「警戒」に移行 

・府民等への要請期間は９月１５日から当面の間 
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第59回 R4.10.11 ・10/11 より大阪モデル「警戒」から「警戒解除」へ移行（緑信号

点灯） 

第 60回 R4.11.8 ・11/8 より大阪モデル「警戒」へ移行（黄信号点灯） 

・市長より市民に対しメッセージ発出 

・要請期間は１１月９日から当面の間 

第 61回 R4.12.26 ・大阪モデル「非常事態」への移行（赤信号点灯）について

12/26 より「非常事態」に移行（赤信号を点灯） 

・要請期間は１２月２７日から当面の間 

第 62回 R5.1.31 ・大阪モデル「警戒」へ移行（黄信号点灯）について1/31より「非

常事態」を解除し、「警戒」に移行 

・要請期間は２月１日から当面の間 

第 63回 R5.2.24 ・２月２４日より大阪モデル「警戒解除」への移行（緑色信号点灯） 

・要請期間は３月１３日から５月７日まで 

 （ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断） 

第 64回 R5.3.10 ・職場における新型コロナウイルス感染予防にかかる基本的対策

（通知） 

第 65回 R5.5.1 ・令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけが２類相当から５類へ移行 

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基

本的感染対策等について（通知） 
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6. 医療提供体制の確保 

（1） 医療体制の経過（藤井寺市立市民病院） 

 

令和２年２月より保健所主体で発熱患者（濃厚接触者等のみ）の対応が行われ始めた。 

保健所との連携を図り、咽頭ぬぐいの検体採取など実施していた（検査は保健所経由でしか

できなかった） 

     初期は、受診すべき患者のコントロールを保健所が行っており、保健所の要請に応じて、発

熱外来（保健所依頼分のみ）をおこなっていたが、徐々に、受診患者、予約患者など発熱外

来の枠を広げていった。 

 

感染症者の入院に関しては、受け入れエリアを隔離するための工事等を行い、４月 6 日以

降に受け入れ開始以後、受け入れた人数について増減はあったが、感染終息まで受け入れ

ていた（軽症者のみ） 

 

従来から、インフルエンザなどについても、一般患者と感染患者の導線の切り分けなどを

行ってきたが、コロナ感染のように完全にエリアを分けての対応を行ったことが無かった為、

試行錯誤しながらの対応となった。どうしても感染病床等を持っていない病院で隔離政策が

必要となると、今後も通常患者を受け入れている以上問題は発生すると思うが、今回の対応

で一定ノウハウが蓄積されているので今後の医療体制構築の参考になると考える。 

 

 

（2） 医療体制の経過（休日急病診療所） 

 

新型コロナウイルスが流行し始めた令和 2 年度は、通常時（年末年始以外）の診療に

おいて、発熱患者に対して医師による電話での問診や診察のみの対応を取っていたが、市

内医療機関のほとんどが休診となる 12 月 31 日から 1 月 3日の 4日間に限り、医師、

看護師及び市職員を増員し、原則予約制で午後の2時間、新型コロナウイルス及びインフ

ルエンザの抗原検査を実施した。実施方法としては、一般診療とは別で屋外に医師、看護

師を配置し、ドライブスルー方式により鼻ぬぐいによる検査を実施。また、検査を終えた患

者に円滑に薬を渡すことができるよう、藤井寺市医師会及び藤井寺市薬剤師会と協議の

上、検査結果のパターンごとにあらかじめ複数種類の薬を詰め合わせたパッケージを作成

し、待ち時間を減らすことで患者の負担軽減を図った。 

令和 3 年度は 2年度と同様、通常時は検査を実施せず、年始（1 月 1 日～3日）のみ

一般診療と並行して抗原検査を実施した（12 月 29 日から 31 日は市民病院で発熱外

来を実施。）。自家用車で来所した患者については窓越しに車内で検体を採取し、自家用

車以外で来所した患者については一般診療と動線を分けた上で、屋内で検査を実施。  
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令和4年度に入り、それまでの感染拡大の波を上回る第7波が到来したことから、冬期

のインフルエンザとの同時流行や第 8 波の到来に備え、大阪府から休日急病診療所等の

発熱外来体制の整備の要請が発出された。大阪府からの要請に応じ、屋外テントの設置

等による非発熱患者との動線分離やスタッフの増員を図ること等により発熱外来体制を整

え、12 月 11 日から翌年 1月 15 日までの期間、臨時発熱外来を開設し、一般診療と並

行して発熱患者の診療・検査を実施。臨時発熱外来では、発熱患者とスタッフとの接触回

数を減らすとともに、業務の効率化を図るため、検査の際に事前に一定額の医療費を一時

金として預かり、診療終了後に精算する方法に変更し、発熱患者との医療費のやり取りを

簡略化した。 

臨時発熱外来終了後は一般診療のみの体制に戻し診療を実施していたが、令和5年5

月 8 日付けで新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが 2 類相当から 5 類へ引き

下げられたことに伴い、 5月21日より発熱患者の診療を再開。午前を一般診療（2階で

実施）、午後を発熱診療（予約制・1 階で実施） とし、発熱患者と非発熱患者の動線を分

離し診療・検査を行った。  

その後、患者数や新たな変異株の発生状況、スタッフの動線等を勘案し、藤井寺市医師

会と協議の上、6 月 25 日以降は「午後からの予約制」を継続しつつ、2 階の一般診療と

は異なる部屋で発熱診療を実施する体制に変更。 

以後、令和 6 年 6 月まで上記診療体制を継続したが、新型コロナウイルスの流行が落

ち着いたことを踏まえ、7月より予約制及び診療時間の区分けを廃止し、新型コロナウイル

ス流行前の体制に近い形で診療を実施。 

 

（3） 大阪府藤井寺保健所より聴取した意見・課題など 

  

 ＜大阪府および藤井寺保健所における対応＞ 

・検査について 

当初は、国の方針に基づき保健所で受診調整、検査機関への検体搬送を実施。保健所

では検査体制の拡充のため、管内医師会の協力を得てドライブスルー方式による検体採

取や検査課での検査を行った。患者の増加に伴い、保健所業務がひっ迫したため、大阪

府は保健所を経由せずに地域の医療機関から直接受診調整ができる地域外来・検査セ

ンターを各保健所圏域で設置、診療・検査医療機関の指定、高齢者施設のクラスター発

生防止を目的とした高齢者施設等スマホ検査センターや全数検査・フォローアップ検査、

全ての診療・検査医療機関の公表による患者集中の緩和等、検査体制等を拡充した。 

・入院・病床の確保について 

入院調整については、当初は保健所が行っていたが、のちに府が広域的に医療療養体制

を整備することになり、入院フォローアップセンターが設置されたため、保健所は、府と連

携し入院調整等を行った。 

病床確保については、医療機関の感染管理、資材・設備の不足、医療機能の役割分担の
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未整理等の課題に対し、保健所は、資材の配布、研修や会議等において院内感染対策に

関する啓発周知を行った。 

・今後の課題 

①平時の備え 

「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）」、感染症法に基づき、平時か

ら、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に

係る協定（医療措置協定）を締結し、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提

供体制を確保していく。 

②情報発信 

有事においては、府民が適切に判断・行動できるよう、その時点で把握している科学的

府への一元化により迅速化、また偽・誤情報への対応をしていく。 

・意見 

新型コロナウイルス感染症においては、様々な情報が錯綜し、不安とともに、医療関係者や

患者を対象に偏見・差別等が発生した。そのため、平時から府民等に対し、感染症対策等

に関する情報提供・共有を通じて感染症危機に対する理解を深める必要がある。 
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7. 保健衛生の取組及び評価 

（1）保健衛生の取組 

  ○感染拡大防止対策の啓発、感染症に関する情報提供・周知活動 

   ・広報やホームページでの情報提供 
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  ○妊婦へのマスク配布 

  ・令和 2年 4月より妊婦に使い捨てマスクを送付し、相談窓口等の情報も同封した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

○健診（検診）事業での感染防止対策 

    ・保健センター・休日急病診療所の施設・備品を抗菌・抗ウイルス剤でコーティング実施 

・R2.3～R2.5健診（検診）・各種教室を中止。（一部の健診は感染予防対策を実施して 

実施）また、3～5 月中止の 4 か月児健診及び幼児歯科健診は個別健診にて医療機関

で実施。健診再開後は、会場のレイアウトの変更、密を避けるため来場時間を区切る、換

気・消毒、マスク・フェイスシールドの着用、事業担当者の体調管理の徹底（事前の体温

測定等）の対策講じて実施した。 
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○インフルエンザワクチン定期接種（無償化） 

     新型コロナウイルス感染症との同時流行を防ぐため、自己負担無しで実施した。 

  ・高齢者 

R2年度実績：接種者数12,813人、 接種率 70.2％ 

R4年度実績：接種者数11,870人、 接種率 65.5％ 

 

  ・中学 3年生・高校 3年生相当 

R4年度実績：接種者数431人、 接種率 34.9％ 

 

 

（2）藤井寺市PCR検査センター事業 

   ・概要 

 

○開設期間 令和 3年 11月 1日～令和5年 3月 29日 

          ※令和 3年11月～令和4年 1月中旬までは月、水、土のみ営業 

          ※令和 4年1月中旬～令和4年7月までは月、水、土、日で営業 

          ※令和 4年8月～令和5年3月までは木以外営業 

○開設場所 市民総合会館本館 

○1日の検査数 上限なし 

○予約方法 専用サイトまたはコールセンター 

○検査体制 業者委託により実施 

○実績 ・PCR 検査：19565件  ・抗原定性検査：3881件 

○予算 ・備品購入費（設備関連）：329,058円 

・運営負担金：3,155,127円（令和 3年 11月～令和4年1月） 

・運営負担金：987,500円（令和 4年 9月～令和5年 3月） 

 

 

   ・検査について 

    

 

 

 

 

 

○PCR検査 

受付 → 検体採取 → 提携医療機関での検査 → 検査結果を受検者にメールで通

知 → 提携医療機関から受検者に連絡し、オンライン診断 → 提携医療機関から所管

保健所へ発生届の提出 → 発生届の提出後、対応完了を市に報告 

 

○抗原定性検査 

委託業者にて実施 
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・評価 

 

 

・平時から取り組むべき事項 

 

 

 

 

（3）新型コロナウイルスワクチン接種事業と評価 

 ①概要 

    新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生 

労働大臣の指示のもと市町村が実施主体として実施した。新型コロナウイルスワクチン 

接種は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、既存の接種類型とは異なるもの 

として開始された。 

  市では令和３年１月２９日(金)～２月７日(日)に、新型コロナウイルスワクチンの接種に

関する市民意識調査としてＬＩＮＥアンケート調査を実施し、調査結果を接種体制の準備、

整備の参考にした。 

 アンケート結果では「すぐに接種したい」が 27％であった一方、「様子を見てから接種し

たい」が 57％あり、すぐに接種をしない理由としては「副反応が怖い」が 61.8％と、接種

に不安を抱えている方が多いことが窺えた。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR 検査センターの開設により、感染者数の減少に対して直接的に効果があったことを

示す数字は無いが、藤井寺市民や他市市民を含めて約 23,000 人が日常生活におけ

る安心感を得るためや、経済活動への参加を目的として検査を受検し、検査結果に応じ

て経済活動への参加や活動の自粛をするなどの判断の一助となった。 

 

手洗いや手指消毒など、基本的な感染症対策の徹底の周知 
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藤井寺市におけるワクチン接種を迅速に開始するため、令和 3年 3月 1日、庁内に新 

型コロナウイルスワクチン接種チーム（以下、「チーム」という。）が設置され、同年3月 

19日には新型コロナワクチン接種コールセンターを開設した。 

チームは大阪府、市医師会、市薬剤師会、市内の病院等の関係機関と調整し、新型コロ 

ナウイルスワクチン接種体制を構築した。 

令和 3年 4月には市民意識調査の結果も考慮し、藤井寺市新型コロナワクチン接種実 

施計画を策定し、計画に基づき同年5月より市民への本格接種を開始した。 

       ワクチン接種は、市内の特設会場での集団接種と、かかりつけ医による市内の医療機関 

による個別接種、高齢者施設などによる施設接種を組み合わせて実施した。 

集団接種では市医師会、医療法人ラポール会、市民病院、市薬剤師会、府看護協会に 

協力をいただきました。チーム以外の市職員も業務に従事し、多い時には 1日 1,000人 

以上の市民にワクチンを接種した。 

また、集団接種の予約方法や、接種当日の流れ等をYouTube で配信した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接種対象者には接種券を個別送付し、接種方法やワクチンの効果と副反応についての 

チラシなどを同封して通知した。ワクチン接種の予約方法は集団接種についてはWeb+コ 

ールセンター、個別接種は当初直接医療機関への予約であったが、医療機関に予約が殺 

到したため、個別接種についてもWebやコールセンターでの予約体制を構築し、ワクチン 

接種予約の利便性、円滑な接種業務を行うための対応を行い、計画に沿ったワクチン接 

種を進めることができた。 

       

     ②集団接種 

       会場：藤井寺市立総合体育館・心技館 

       期間：令和 3年5月 12日～令和5年 10月 21日 

       回数：172回 

実績：延 62,487人 
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     ③個別接種 

          市内協力医療機関：40か所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

期間：令和 3年 5月～令和6年3月 31日 

 

     ④ワクチンの確保・保管など 

        新型コロナウイルスワクチンは国がワクチンや必要機材を確保したうえで、自治体の人 

口や使用実績等により、市町村に供給された。チームは国より供給されたワクチンをディ 

ープフリーザー等で保管・管理し、ワクチンを定期的に各接種機関に配送した。 

 また、接種開始当初はワクチンの供給が十分ではなく、市職員に呼びかけキャンセル 

待ちリストを作成し、接種キャンセルがあった場合、リストに掲載の市職員に接種するな 

どワクチン廃棄の防止に努めた。 

令和 4年 3月 14日、市役所庁舎内で保管していた武田/モデルナ社のワクチンに 

ついて、保管用の冷凍庫の温度が一時的に上昇し、616バイアル（4290回分）を廃 

棄する事案が起きた。ワクチンは複数の冷凍庫で保管していたため、接種体制への影響 

はなかったが、市ホームページで市民の周知と、報道提供を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団接種会場レイアウト 
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   ⑤広報・相談体制 

        市広報や市ホームページ（特設ページ）において、ワクチン接種の広報を実施、相 

談体制についてはコールセンターを開設し対応した。 

 

   ⑥新型コロナウイルスワクチン接種事業の評価     

       ・国からのワクチンの割り当ては直前にならないと分からない状況が続き、スムーズな接 

種体制の確保困難であったが、ワクチンが不足する場合は、府や近隣市と融通しあっ

て接種計画に基づいて接種を推進することができた。 

・ワクチンの供給量については、国・府市町村との情報共有を速やかにできる体制が必 

要である。 

・接種の優先順位については、国の方針に基づき高齢者、基礎疾患を有する重症化リス 

クの高い方及び医療・介護などの社会経済活動に不可欠な業種の従事者などを考慮 

した。 

・市役所でのワクチン管理については、温度管理に注意を払う必要があった。温度監視 

システムや、蓄電池を使用することで対応した。 

・市役所から各医療機関へワクチンを配送する際は、ワクチンを安全に運ぶために配送 

ルートを複数準備し、ワクチンを短時間で医療機関に配送できた。 

・集団接種では、市民へのアンケートで「土・日曜日」の接種を希望する声が多かったの

で、土曜日・日曜日を中心に接種日を設定することで、多くの方に接種してもらえた。      

・個別接種では、市内の多くの医療機関に協力いただけた。接種開始当初は予約が医 

療機関に殺到し、医療機関の通常業務ができない状況となったが、途中から市が代行 

予約をすることで解消できた。 

・接種予約では、高齢者はWeb の操作方法に不慣れな方が多く、耳が聞こえにくいた 

め電話対応が難しい等、来庁で予約される方もおられた。また外国人の方で日本 

語があまり話せない方の多くも来庁で予約する方が多かった。今後はより簡易なWeb 

操作や外国語対応で予約できるシステムの構築が必要である。 
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8． 高齢者施設の取組及び評価 

 （1）臨時休館等の対応【老人福祉センター（松水苑）】 

 

    ・概要 

休館、再開の基準については、感染拡大状況、医療供給体制のひっ迫状況を大阪府が

独自に指標・基準を設定し、モニタリングしている「大阪モデル」を参考とし、この中で

「非常事態（赤色信号）」と判断されている間は休館とした。 

 

 

   ・評価 

    

 

 

・平時から取り組むべき事項 

 

 

 

 

（2）感染拡大防止対策【老人福祉センター（松水苑）】 

 

    ・概要 

令和２年６月１日（月）から機能回復訓練室のみ解放 

令和２年１０月２１日（水）から一般利用・クラブ活動を再開（制限あり） 

検温やマスク着用、手指消毒、換気を徹底し、各部屋の定員設定や滞在可能時間など、

一部利用制限を行った。 

 

 

   ・評価 

    

 

 

 ・平時から取り組むべき事項 

 

   

 

利用者に感染拡大や大きな混乱はなく概ね良好であった。 

 

館内スタッフへの定期的な研修 

指定管理者と市との密な情報共有 

 

利用者に感染拡大や大きな混乱はなく概ね良好であった。 

 

館内スタッフへの定期的な研修 

指定管理者と市との密な情報共有 
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（3）高齢者対象のイベント、行事への対応 

 

    ・概要 

事業開催の基準については、感染拡大状況、医療供給体制のひっ迫状況を大阪府が独

自に指標・基準を設定し、モニタリングしている「大阪モデル」を参考とし、この中で「非

常事態（赤色信号）」と判断されている間は中止とした。 

月１回イオン藤井寺ショッピングセンターで開催している「ええとこふじいでら♪体操 in

イオン」は令和4年 4月、7月、8月、令和5年１月中止 

 

 

   ・評価 

    

 

 

 ・平時から取り組むべき事項 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

利用者に感染拡大や大きな混乱はなく概ね良好であった。 

 

イオン藤井寺ショッピングセンター担当者との情報共有 
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9. 障害者施設の取組及び評価 

（1）障害者施設における感染拡大防止対策 

 

    ■施設①【施設名：障害者地域生活支援センターわっと】 

 

    ・概要 

令和2年4月14日に、特措法第24条第9号に基づき、委託事業法人に対し適切な

感染防止対策及び利用者への利用自粛の呼びかけを要請。 

また、法人職員や利用者に陽性患者もしくは濃厚接触者が発生した場合は、福祉総務課

へ連絡するよう依頼。 

 

   

・評価 

    

 

 

 ・平時から取り組むべき事項 

 

   

 

 

 

 

■施設②【施設名：ＮＰＯ法人のぎく】 

 

    ・概要 

令和2年4月14日に、特措法第24条第9号に基づき、委託事業法人に対し適切な

感染防止対策及び利用者への利用自粛の呼びかけを要請。 

また、法人職員や利用者に陽性患者もしくは濃厚接触者が発生した場合は、福祉総務課

へ連絡するよう依頼。 

加えて、マスクの着用、手洗い、手指の消毒、検温を行うよう要請。 

 

    ・評価 

    

 

要請に従い、適切な対応を行っていた。 

 

職員や利用者の健康管理 

市との適切なコミュニケーション 

 

要請に従い、適切に感染対策を行っていた。 
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・平時から取り組むべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

■施設③【施設名：ふれあい支援センター】 

 

    ・概要 

令和2年4月14日に、特措法第24条第9号に基づき、委託事業法人に対し適切な

感染防止対策及び利用者への利用自粛の呼びかけを要請。 

また、法人職員や利用者に陽性患者もしくは濃厚接触者が発生した場合は、福祉総務課

へ連絡するよう依頼。 

 

    

・評価 

    

 

 

 

 ・平時から取り組むべき事項 

 

   

 

 

 

（2）障害者対象のイベント、行事への対応 

 

    ・概要 

ふれあいキャンペーン 

障害者週間の啓発キャンペーンとして、障害者の事業所で作成したマスクを配布した。配

布物は手渡しをせず、かごに入れたものを通行人に取ってもらうという方法を取った。 

マスク、ゴム手袋着用で、呼びかけは録音したものを流して行った。 

 

職員や利用者の健康管理 

市との適切なコミュニケーション 

災害時の対策を兼ねたマスクや石鹸の備蓄 

 

要請に従い、適切な対応を行っていた。 

 

職員や利用者の健康管理 

市との適切なコミュニケーション 
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    ・評価 

    

 

 

  ・平時から取り組むべき事項 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当時の状況に応じて、柔軟に対応しながらキャンペーンを行うことができた。 

 

啓発キャンペーン等による障害者の社会活動の周知 
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10． 次の大規模感染症に備えての教訓と課題 

・第１波では未知のウイルスによる肺炎患者の増加、 検査体制や治療方針がない、 消毒薬や

感染防御に係る消耗品等の枯渇、コロナ感染を確定するための検査体制が不十分なことが

課題となった。 

初期対応においては、自治体として、情報発信や感染拡大防止に対する人流の制御などが大

きな目標となった。 国や都道府県との連携を図り、必要な情報の取得、連携体制の構築など

が重要視された。 保健所の業務がひっ迫（麻痺）し連絡が取りにくくなるなど一局集中体制

での反省から、都道府県と市町村、各医療機関での役割分担等について、事前に調整する必

要がある。 

・第２波では医療機関での病床への受け入れが困難となり、自宅療養や宿泊施設での隔離政

策が本格始動し始めた。医療機関での受け入れ態勢強化策として色々な政策が実施された

が、受け入れ可能な医療機関でのキャパシティオーバーが起こるなど、不均等な医療体制がし

ばらく継続することが問題となった。また、人流抑制に対する社会活動への影響が本格化した。

コロナ患者への差別的な行為や中傷に対する問題や消毒薬や感染防御に係る消耗品等の枯

渇が続いた。 

自宅での隔離者が多くなることに対し、日用品や食事配送の政策が実施され、感染リスクの

高い場所についての自粛を要請されたが、社会活動を抑制した結果、観光業に打撃があった

として、GOTO トラベル事業を開始した（感染拡大防止と社会経済活動のバランスが問題） 

・第３波以降、医療非常事態宣言が発出されるなど、病床確保体制がひっ迫した。その後検査

体制が確立しだしてきたことから、より重症化しやすい方と自宅での隔離で済む方などのトリ

アージ体制が整い始めた。 

・第４波以降、ワクチン接種を開始したがワクチン供給に関して正確な情報が無く、開始当初は

ワクチンが潤沢にないことや、ワクチンに関する健康被害の情報等が錯綜し、市民は不安から

大混乱が生じた。安定したワクチンを供給するためのシステム構築と、ワクチンに関する正しい

情報を発信し、デマや噂に惑わされないよう市民の情報リテラシーの向上に努めていく必要

がある。 

・第７波以降もウイルスの変異株が出ることで、感染のピーク時には医療体制がひっ迫するなど

の影響あった。 

・第８波以降社会活動が開始され始め、一時的に病床数がひっ迫するなどしたものの、この波

を最後に感染症法５類へと移行し、コロナウイルス感染症に対しての一定の終息を迎えること

となった。 

・新興感染症など、広域な感染拡大が起こった場合においては、いかに国や都道府県と連携を

図り、情報を市民に提供し、感染拡大防止に寄与できるかが、市町村の役割と考える。 

・来年度、藤井寺市新型インフルエンザ等対策行動計画を改訂予定である。今後パンデミック

が発生した時には、可能な限り感染拡大を防ぎ、市民の生命・健康を守る、また市民生活や経

済活動に及ぼすことが少しでも減らせるよう、今回の検証結果を有効に活用していきたい。 


